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サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
五
〇
代
は
、
住
宅
ロ
ー
ン

の
返
済
や
教
育
費
な
ど
の
支
出
が
重
な
り
ま

す
。
仕
事
は
年
齢
的
に
は
脂
が
乗
り
き
っ
て

い
る
世
代
で
す
が
、
給
料
は
高
止
ま
り
の
ま

ま
六
〇
歳
前
後
に
は
定
年
を
迎
え
、
定
年
後

の
再
就
職
は
一
般
的
に
現
役
時
代
よ
り
収
入

が
減
っ
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
か
ら
、
定
年
後
の

セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
を
考
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

リ
タ
イ
ア
メ
ン
ト
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
と
は

定
年
退
職
後
の
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
に
つ
い

て
現
役
時
代
か
ら
考
え
る
こ
と
を
、
リ
タ
イ

ア
メ
ン
ト
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
と
い
い
ま
す
。
現

役
時
代
の
家
計
収
支
や
資
産
状
況
を
退
職

後
の
そ
れ
と
比
較
し
て
、
改
善
の
余
地
が
あ

れ
ば
改
善
す
る
こ
と
が
目
的
で
す
。

前
号
ま
で
の
モ
デ
ル
、
平
均
的
な
サ
ラ
リ

ー
マ
ン
で
あ
る
Ａ
さ
ん
の
場
合
、
定
年
退
職

が
六
〇
歳
で
す
か
ら
、
公
的
年
金
を
受
給
で

き
る
六
五
歳
ま
で
働
か
な
い
場
合（
図
表
１
）

と
、
働
く
場
合
（
図
表
２
）
を
比
較
し
た

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
表
を
作
成
し
、
働
く
場

合
は
働
き
方
に
よ
る
社
会
保
険
の
違
い
を
把

握
す
る
こ
と
（
図
表
３
）
と
併
せ
て
、
現

在
の
自
分
の
資
産
や
負
債
を
定
年
時
の
そ
れ

と
比
較
し
た
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
（
図
表
４
）、

定
年
以
降
平
均
余
命
ま
で
の
収
入
と
支
出

を
予
測
し
た
生
涯
収
支
（
図
表
５
）
な
ど

か
ら
、
自
分
の
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
の
方
針
を

決
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

リ
タ
イ
ア
後
の
収
入
源

現
役
引
退
後
の
生
活
費
は
、
主
に
公
的
年

金
や
退
職
金
の
取
り
崩
し
で
ま
か
な
わ
れ
る

の
が
一
般
的
で
す
。
退
職
金
は
勤
務
先
に
聞

け
ば
わ
か
り
ま
す
し
、
公
的
年
金
は
本
人
が

五
〇
歳
に
な
っ
た
ら
社
会
保
険
事
務
所
で
教

え
て
も
ら
え
ま
す
。
公
務
員
の
場
合
は
、
こ

れ
ら
に
つ
い
て
共
済
組
合
で
確
認
で
き
ま
す
。

ま
た
、
再
就
職
す
る
場
合
に
は
人
脈
や
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
等
の
斡
旋
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、

雇
用
条
件
等
に
つ
い
て
正
確
な
情
報
収
集
が
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大
切
で
す
。

住
宅
ロ
ー
ン
に
つ
い
て

Ａ
さ
ん
の
場
合
、
三
六
歳
で
戸
建
住
宅

を
取
得
す
る
際
、
当
初
の
プ
ラ
ン
を
フ
ァ
イ

ナ
ン
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
ナ
ー
に
相
談
し
て
見

直
し
を
し
た
結
果
、
住
宅
ロ
ー
ン
を
定
年
退

職
ま
で
に
完
済
で
き
ま
し
た
。
退
職
金
は
温

存
で
き
ま
す
し
、
定
年
以
降
は
ロ
ー
ン
残
債

な
ど
負
債
が
な
け
れ
ば
住
宅
は
名
実
と
も
に

資
産
で
す
か
ら
、
住
み
続
け
る
の
も
住
み
替

え
る
の
も
自
由
で
す
。
ま
た
、
住
ま
な
く
な

っ
た
ら
賃
貸
や
売
却
も
可
能
で
す
。

し
か
し
、
定
年
退
職
時
に
ロ
ー
ン
残
債
が

あ
る
方
は
、
退
職
前
に
繰
上
げ
償
還
を
す
る

の
か
、
退
職
金
で
完
済
す
る
の
か
、
当
初

約
定
ど
お
り
の
返
済
を
続
け
る
の
か
な
ど
を
、

検
討
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
場
合
は
、

現
在
の
住
宅
ロ
ー
ン
残
高
と
預
金
残
高
だ
け

で
は
な
く
、
退
職
後
の
収
入
源
や
必
要
生

活
費
も
考
慮
し
て
判
断
し
ま
し
ょ
う
。

生
命
保
険
に
つ
い
て

リ
タ
イ
ア
後
に
は
田
舎
暮
ら
し
を
し
た
い
、

海
外
旅
行
を
し
た
い
、
趣
味
や
サ
ー
ク
ル
活

動
に
専
念
し
た
い
、
独
立
開
業
を
し
た
い
、

社
会
貢
献
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
に
し
た
い
な
ど

人
そ
れ
ぞ
れ
で
す
が
、
い
ず
れ
も
健
康
で
あ

れ
ば
こ
そ
の
夢
や
希
望
で
す
。

病
気
や
介
護
へ
の
備
え
は
大
丈
夫
で
し
ょ

う
か
。
こ
れ
を
生
命
保
険
で
備
え
る
の
か
、

お
金
で
備
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

そ
の
判
断
は
退
職
後
よ
り
も
現
役
時
代
に
さ

れ
た
方
が
得
策
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

生
命
保
険
で
備
え
る
場
合
、
そ
の
機
能
と

目
的
が
自
分
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
て
い
れ
ば
良
い

の
で
す
が
、
既
契
約
を
見
直
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
場
合
は
、
保
障
額
と
保
険
料
の
バ
ラ

ン
ス
を
よ
く
考
え
て
か
ら
実
行
し
ま
し
ょ
う
。

死
亡
保
障
は
、
子
供
が
独
立
し
た
ら
一

部
を
除
い
て
不
要
で
す
が
、
入
院
保
障
は
加

齢
に
伴
っ
て
現
役
時
代
よ
り
も
む
し
ろ
充
実

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

Ａ
さ
ん
の
場
合
は
、
三
〇
歳
代
で
保
険

を
見
直
し
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
生
涯
の

入
院
保
障
を
現
役
時
代
に
確
保
で
き
ま
し
た

の
で
、
ム
ダ
な
保
険
料
を
貯
蓄
へ
シ
フ
ト
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

働
き
方
に
よ
っ
て
変
わ
る
社
会
保
険

日
本
の
社
会
保
険
は
、
国
民
負
担
率
で

は
諸
外
国
よ
り
比
較
優
位
で
し
た
が
、
極
め

て
複
雑
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
現

行
制
度
に
お
け
る
定
年
退
職
や
再
就
職
の
際

の
基
本
的
な
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
触
れ
て
お

き
た
い
と
思
い
ま
す
（
図
表
３
）。

ご
存
知
の
よ
う
に
、
現
在
の
日
本
の
公
的

年
金
制
度
は
税
方
式
で
な
く
賦
課
方
式
で
す

か
ら
、
子
供
が
親
に
仕
送
り
を
す
る
世
代
間

扶
養
の
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
仲

介
役
で
あ
る
国
は
、
少
子
高
齢
化
社
会
に
併

せ
て
年
金
の
支
給
年
齢
を
引
き
上
げ
つ
つ
、

マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
制
度
の
導
入
な
ど
で

老
齢
年
金
の
支
給
額
抑
制
を
図
っ
て
い
ま
す
。

現
行
制
度
で
は
、
定
年
退
職
し
た
六
〇

歳
か
ら
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
を
も

ら
え
る
方
は
、
再
就
職
し
て
も
厚
生
年
金
に

加
入
し
な
い
で
働
く
場
合
は
年
金
を
満
額
も

ら
え
ま
す
が
、
再
就
職
先
の
厚
生
年
金
に
加

入
し
つ
つ
働
く
と
、
年
金
と
給
料
の
収
入
合

計
に
よ
っ
て
、
年
金
の
一
部
ま
た
は
全
部
が

支
給
停
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

調
整
年
金
の
こ
と
を
在
職
老
齢
年
金
と
言

っ
て
い
ま
す
。
公
務
員
の
場
合
は
、
特
別
支

給
の
退
職
共
済
年
金
の
う
ち
、
職
域
年
金

相
当
部
分
は
支
給
停
止
に
な
り
ま
せ
ん
が
、

報
酬
比
例
部
分
と
定
額
部
分
は
支
給
停
止

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
年
金
を
も
ら
い

な
が
ら
働
く
場
合
は
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
本
人
が
六
〇
歳
の
定
年
退
職
時

に
配
偶
者
が
六
〇
歳
未
満
の
場
合
、
本
人

が
再
就
職
し
て
厚
生
年
金
に
加
入
す
る
と

配
偶
者
も
引
き
続
き
被
扶
養
者
扱
い
で
す

が
、本
人
が
厚
生
年
金
に
加
入
し
な
い
場
合
、

配
偶
者
は
国
民
年
金
の
保
険
料
を
毎
月
払

わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
が
改
正
さ
れ
、

民
間
企
業
は
従
業
員
の
定
年
引
上
げ
、
定

年
制
廃
止
、
ま
た
は
継
続
雇
用
の
い
ず
れ
か

の
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま

し
た
。
多
く
の
企
業
で
継
続
雇
用
制
度
が

採
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
場
合
六
〇
歳

時
点
に
比
べ
て
給
与
が
下
が
る
の
が
一
般
的
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（単位：万円）

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

0 0 0

210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210

95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

0 0 0 210 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305

362 362 362 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 10 10 10 10

3 3 3 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13

380 379 379 327 328 327 327 326 326 325 325 325 325 323 323

-380 -379 -379 -117 -23 -22 -22 -21 -21 -20 -20 -20 -20 -18 -18

1,363 1,007 652 535 512 490 468 447 426 406 386 366 346 328 310

（単位：万円）

180 180 180

27 27 27

219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219

207 207 207 219 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314

27 27 27 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15 15

404 403 403 332 331 330 330 329 329 328 328 328 328 325 325

-197 -196 -196 -113 -17 -16 -16 -15 -15 -14 -14 -14 -14 -11 -11

1,974 1,801 1,629 1,541 1,551 1,563 1,578 1,594 1,613 1,634 1,657 1,683 1,710 1,742 1,777
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図表1　キャッシュフロー表　
【世帯主収入】60代前半に働かなかった場合 

2008年度からの経過年数 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

西暦（年度） 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

年
齢

ご主人 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

奥様 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

お子様 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ライフイベント 大学
入学

リフォ
ーム 就職 リフォ

ーム

定年退職
結婚
自動車購入

収
入

世帯主収入 859 863 863 863 863 863 863 863 863 863 2,000 0

配偶者収入 96 96 96 96

教育ローン 200

世帯主年金

配偶者年金

収入合計 1,155 959 959 959 863 863 863 863 863 863 2,000 0

支
出

生活費 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362

住宅費 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

住宅ローン返済 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129

教育ローン返済 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

保険料 23 23 23 23 23 23 19 19 19 19

教育費 322 294 294 294

税・社保 189 191 191 191 191 191 191 191 191 191 65 3

一時的支出 100 200 500

支出合計 1,063 1,137 1,037 1,037 743 743 739 739 739 939 942 380

年間収支 92 -178 -78 -78 120 120 124 124 124 -76 1,058 -380

金融資産残高累計 682 514 446 380 512 645 784 923 1,063 1,005 2,082 1,722

ローン残高 1,221 1,098 973 844 712 577 438 296 150 0

※毎月定額1万円4％複利運用は65歳で継続不可能となる

図表2　キャッシュフロー表　
【世帯主収入】60代前半に働いた場合 

収
入

世帯主収入 859 863 863 863 863 863 863 863 863 863 2,180 180

高年齢雇用継続給付 27 27

世帯主年金

収入合計 1,155 959 959 959 863 863 863 863 863 863 2,207 207

支
出

税・社保 189 191 191 191 191 191 191 191 191 191 27 27

支出合計 1,063 1,137 1,037 1,037 743 743 739 739 739 939 904 404

年間収支 92 -178 -78 -78 120 120 124 124 124 -76 1,303 -197

金融資産残高累計 682 514 446 380 512 645 784 923 1,063 1,005 2,327 2,150

※毎月定額1万円4％複利運用は継続
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で
す
か
ら
、
雇

用
保
険
か
ら

高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
を
貰
え
る
条
件
を

確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
Ａ
さ
ん

の
よ
う
に
、
定
年
退
職
後
も
引
き
続
き
雇
用

保
険
被
保
険
者
と
し
て
働
く
場
合
に
は
、
そ

の
賃
金
が
定
年
前
の
七
五
％
未
満
に
ダ
ウ
ン

す
る
と
、
高
年
齢
雇
用
継
続
基
本
給
付
金

が
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
公
務
員
の
場

合
は
現
役
時
代
雇
用
保
険
に
加
入
し
て
い
な

い
の
で
、
こ
の
給
付
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

公
的
医
療
保
険
制
度
は
、
フ
ル
タ
イ
ム

で
働
く
場
合
は
勤
務
先
の
健
康
保
険
に
加

入
で
き
ま
す
が
、
パ
ー
ト
で
働
く
場
合
は
前

勤
務
先
の
健
康
保
険
を
任
意
継
続
す
る
か
、

国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
か
の
選
択
が
必

要
で
す
。
医
療
費
の
三
割
自
己
負
担
は
同

じ
で
す
が
、
毎
月
支
払
う
保
険
料
に
つ
い
て

は
、
任
意
継
続
の
場
合
は
退
職
時
の
自
分

の
給
与
額
と
加
入
者
全
体
の
平
均
額
の
低

い
方
を
も
と
に
計
算
さ
れ
ま
す
。
国
民
健
康

保
険
の
場
合
は
前
年
度
の
自
分
の
収
入
に
よ

り
計
算
さ
れ
ま
す
か
ら
、
一
般
的
に
定
年
退

職
時
の
収
入
は
高
額
な
こ
と
が
多
い
の
で
、

退
職
後
二
年
間
は
任
意
継
続
を
選
ば
れ
た

方
が
有
利
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

Ａ
さ
ん
の
場
合
は
、
六
五
歳
ま
で
公
的
年

金
が
受
給
で
き
な
い
こ
と
、
退
職
時
に
負
債

は
あ
り
ま
せ
ん
が
（
図
表
４
）、
生
涯
収
支

で
は
約
七
〇
〇
万
円
の
赤
字
が
予
測
で
き
ま

し
た
（
図
表
５
）。

セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
の
資
金
は
退
職
金
と
公

的
年
金
だ
け
で
は
不
足
す
る
の
で
、
そ
の
対

策
と
し
て
家
計
収
支
の
節
約
、
保
有
資
産

の
再
活
用
、
そ
の
他
収
入
の
確
保
な
ど
が
考

え
ら
れ
ま
す
が
、
Ａ
さ
ん
と
し
て
は
、
元
気

な
う
ち
は
働
い
て
毎
月
一
万
円
の
複
利
運
用

を
継
続
し
た
い
な
ど
の
思
い
か
ら
、
公
的
年

金
を
受
給
で
き
る
六
五
歳
ま
で
は
フ
ル
タ
イ

ム
の
再
就
職
を
選
択
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

次
号
で
は
、
退
職
金
の
運
用
を
含
め
た
シ

ニ
ア
ラ
イ
フ
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

図表4　バランスシート
（単位：万円）

50歳時 60歳時

資
産

預金 682 2,282

戸建住宅 1,400 1,200

マイカー 50 300

計 2,132 3,782

負
債

住宅ローン 1,014 0

教育ローン 207 0

計 1,221 0

純資産（資産－負債） 911 3,782

図表5　生涯収支…60才～平均余命
（単位：万円）

収
支

年金
2人期間　5,395

1人期間　1,239

退職金 2,000

計 8,634

支
出

生活費
2人期間　7,210

1人期間　1,400

社保・税金
2人期間　   331

1人期間　     56

固定資産税 335

計 9,332

収入－支出 ▲698

図表3　定年後の働き方による社会保険の違い

働き方 フルタイム パート 自営業

収
入

給料 満額 満額 満額

年金
在職老齢年金
（年金調整あり）

満額 満額

高年齢雇用継続
給付

あり（年金調整あ
り）

あり（年金調整な
し）

なし

負
担

医療保険 健康保険（1/2負担）
任意継続・国保
（全額負担）

任意継続・国保
（全額負担）

雇用保険 あり
あり（但し通年週
20時間以上勤務）

なし

配偶者の
年金（注1）

（注2）3号被保険者
（保険料負担なし）

（注2）1号被保険者
（保険料負担あり）

1号被保険者
（保険料負担あり）

（注1）60歳未満の配偶者がいる場合
（注2）公的年金の分類

厚生年金・共済年金
国民年金

1号被保険者
（パート・自営業）

2号被保険者
（会社員・公務員）

3号被保険者
（2号に扶養される配偶者）

マイナスになっていないか
チェックする


